
１．世界経済の変化 ４．日本の現状と課題

(1)グローバル化の進展

①人、物、金、企業行動のグローバル化
②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ巨大企業の誕生（製薬業界等）
③研究開発、医療など知的労働もグローバル化
④企業の国際再編、英語がビジネス上の標準語へ
(2)新興国の台頭等による多極化の進展

①新興国の経済成長、市場として成長
②台湾、韓国など東アジア新興国の企業が世界
的企業に（サムソン、TSMC等）

(1)グローバル市場における出遅れ等

①新興国市場の急成長により、日本市場の相
対規模は縮小。

②新興国向けの製品開発への対応の遅れなど
により、拡大するグローバル市場に出遅れ。
（→グローバル対応強化の必要性）

③英語力の不足によるコミュニケーションに課題
（→英語力強化）

(２)製造業における競争力の２極化等

①モジュール化、水平分業の進展により、
・垂直統合型企業がメインプレーヤーである日本
は、自動車や精密機器など日本の「すりあわ
せ」（ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽの作込み）を生かせる製品以
外の完成品シェアが低下傾向にある一方、部
品・素材・製造装置のシェアは高いという二極
化現象が生じている。
（→部品等の市場規模は小さい等の課題）

・研究開発成果の利益保持の持続に必要な
三位一体の事業展開へのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに課題。

・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに課題
（→三位一体やﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等を支えるｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ＭＯＴ）力の強化が必要）
②ｱ)部品・素材・製造装置は強いが、

ｲ）最終利用者指向型の製品構想力（含むｻｰﾋﾞｽ）
ｳ)ハードから目に見えないソフトウェア
ｴ)ビジネスモデルを含む経営力

等の競争力に課題。（→これらに関する研究等の
必要性。）

(3)新たな産業の不振等

①「サイエンス型産業」の輸入超過
②サービス業は生産性等に課題
（→サイエンスの製品開発への活用の促進、

これらに関する研究開発の必要性）
③バイオ等の分野で規制等から実用化に遅れ
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(4)国際競争力の低下等

製造業の世界シェア低下、全要素生産性
（TFP）の伸びの鈍化、ＩＭＤランキングの低下等

３．経済情勢等の今後の国際トレンド
(1)グローバル化の更なる進展
(2)新興国の台頭等によるさらなる多極化の進展

→市場としてのみならず、政治的なパワー、研究開発の
拠点、イノベーションの中核としても台頭の可能性。

→ｱﾒﾘｶ的ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ以外の価値の台頭。
(3)産業構造の変化

→工業とサービス業の融合等の産業構造の変化の進展
→水平分業だけでなく水平と垂直の揺返し(多様化の進展)

等の現象が進む可能性。経済危機がこれらを加速する可能
性あり。
(4)資源・エネルギー問題等に伴う社会的制約の強まりが

進む可能性。
→制約に対応した事業展開やインフラ整備等の重要性の
高まり

(4)資源・エネルギー・食料需要逼迫。制約要因に

(３)世界の産業構造の変化

①製造業におけるモジュール化、水平分業の進展
・モジュール化、水平分業の進展（設計・製造等の
分離）がグローバルに進展。

・製品開発の主体が、垂直統合企業から水平分業
を活用する企業に移行（インテル、ＴＳＭＣ等）

・水平分業等が進む分野では、製品開発、知財・
標準戦略、ビジネスモデルの三位一体が必要。

②製品開発の在り方
・モジュール化等により製品の中核価値が、ｱ)部
品・素材・製造装置、ｲ）サービスを含む製品構想
力、ｳ)ハードからソフトウェア、ｴ)ビジネスモデル

を含む経営力に移行傾向。また、設計等におけ
る(ｵ)数学やシミュレーションの活用が進む。

・技術シーズ指向型の製品開発とともに最終利用
者指向型の製品開発が重要に（ipod、ｗｉｉ等）。

・東アジア諸国のﾌﾟﾛｾｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの追上げと先進
諸国はﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出に向けた展開

③ＩＴ、バイオなど「ｻｲｴﾝｽ型産業」の台頭等
④サービス経済化

５．経済情勢等の今後の我が国のトレンド

(1)少子高齢化による市場縮小、世界経済の成長による

進展による日本市場の位置付け低下
(2)モジュール化、水平分業の進展は、自動車などの

我が国が比較優位を持つ産業にも拡大し、研究・実用
化・製造のプロセスの多様化が進む可能性（プロセス
の柔軟な選択が重要）
（→従来の産業の再構築、新たな産業の育成の必要

性）
(3)プロダクトイノベーションを創出する重要性の高まり

プロセスイノベーション主体からの転換が必要
となる可能性

（→ 基礎研究等による革新技術の開発と、事業化・
普及に向けた展開が必要）

(4)サイエンス型産業、サービス業における米国

企業の一人勝ちによる日本との格差の拡大、
インド等の追上げ 等
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３．我が国の研究開発ｼｽﾃﾑの現状と課題

(1)研究開発のグローバル化

・企業における研究開発のグローバル化
・研究人材の国際流動と獲得競争激化等
(２)研究開発規模の大規模化等

・国境を越えた企業の再編等による研究開発規模の大
規模化。一社で研究開発を行うことが困難に。

・研究開発のライフサイクルの短縮
(3)研究開発のオープン化

・研究開発規模の大規模化等により、研究開発のオー
プン化（外部化）が進む。

・基礎研究等のアウトソーシング先として大学や国立研
究所等の公的研究機関の役割が重要に

(4)研究開発成果と事業化をつなぐ仕組みの出現等

・アメリカでは、トライ･アンド･エラーをローコストで行い、
事業化までの企業のリスクを軽減する社会的仕組み
としてベンチャー企業が台頭。

・基礎研究から応用研究までを一貫して行う国際的イノ

ベーション拠点（ＩＭＥＣ）や大学の開発センター（米）
・産学官の人材流動化の促進（米、独）
・イノベーション人材（創造系）と管理人材（スキル系）の
分離（評価、組織体制）（独）

(5)科学的知見と製品開発の接近
(6)知識・分野融合、組合せによるイノベーション

(2)民間企業では「自前主義」中心でｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝに遅れ。

・過去の共同・連携型ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの成功例が少ない？
（→お付き合いではない共同・連携型イノベーションを可

能とする新たなマネジメントの必要性）

(1)グローバル化への対応の遅れ

・グローバルに研究開発、経営ができる人材、海外とのﾈｯ
ﾄﾜｰｸの不足（→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ材育成、ﾈｯﾄﾜｰｸ構築の必要性）

・日本人の内向き指向（→海外派遣強化の必要性）
・英語力の不足によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに課題（→英語力強化）

１．世界の研究開発システムの変化

(4)サイエンスリンケージの少なさなど製品開発における科

学的知見の活用の遅れ
（→サイエンスの製品開発への活用の促進）
(5)知識融合等が自然に進まない。
(→知識融合を促すシステムの構築。）

(8) 一部産業における研究開発効率の低下

（→イノベーションシステムの再構築による研究開発投資効
率の向上の必要性。）

２．諸外国の経済政策等の変化

(1)70年代～90年代の経済不況から、様々な改革

を行った諸国のうち、科学技術、ＩＴ、人材への重点
投資等を行った「イノベーション国家モデル」が急速
に台頭（TFPの向上：フィンランド、アメリカ等）
(2)国家主導の産業政策を展開する傾向の強まり
（例：「国家資本主義」（Ｇｌｏｂａｌ ｔｒｅｎｄ 2025））

(3) 世界的な「グリーンニューディール政策」

２．諸外国の科学技術政策の変化

近年の科学技術政策の方向性
(1)産学官一体となったイノベーションシステムの構築

・欧米：ｼｽﾃﾑ改革による研究開発の投資効率の向上
米：知財強化、産学連携強化、ＩＴ・バイオなど新たな

分野の振興等
欧：フレームワークプログラム、ＥＴＰなどＥＵ域内の

産学官連携の仕組みを整備等
・アジア諸国：税制優遇等の制度的な競争優位の創出と

一体となった科学技術政策による競争力強化
（台湾等）

(2)科学技術政策から「科学技術イノベーション政策」へ

・「イノベーション・大学・技能省」「イノベーション国家白
書」による公共調達や規制改革を含めたｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
の促進（英）

・「イノベーション戦略」の策定（ＯＥＣＤ）

(3)自国の競争優位を意識した研究開発投資

バイオ（米国）、半導体（台湾）への重点投資等

(4)研究開発費の計画的増額（基礎研究予算倍増：米）

(5)グローバル戦略の構築（欧州：ＥＲＡ）

(3)研究開発成果と事業化をつなぐ仕組みの未発達

・ベンチャー企業やベンチャーファンドなどの未発達
（→ベンチャー等の育成又はその創出の阻害要因（人材

流動性の欠如等）の排除、企業の研究開発のトライア
ンドエラーのリスクを軽減する仕組みの必要性。）

（→基礎研究からイノベーションまでの一体支援の必要）
・産学官の人材流動性等の低さ
（→民間を含む人材流動性等の向上の必要）

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型人材の活用・サポートシステムの未発達 等

「科学技術イノベーション政策の展開にあたっての課題等に関する懇談会」これまでの議論のとりまとめ骨子（案）

(7)国の研究所や大学などの公的研究機関に求められ

る役割の拡大
・先進国におけるプロダクトイノベーションを創出する
基礎研究の重要性の高まり

・研究開発のｵｰﾌﾟﾝ化等に伴い、以下の役割が重要に
ｱ)イノベーションおける公的研究機関の基礎研究
ｲ)産業界など外部との連携によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの誘発。
ｳ)さらに、外部との連携を促進する仕組みの整備

（米大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰによるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進、欧州：民間
主導の産学連携ｼｽﾃﾑ（ETP、ＪＴＩ等））。

(6)プロダクトイノベーションを創出するためには、基礎研究

等、我が国の研究開発力の維持・強化が必要
（→ 基礎科学力の強化、最終的な利用の姿も視野に入

れた出口を見据えた基礎研究の展開に課題）
(7)イノベーションを推進するための大学等の公的研究機関

と企業等の役割分担、連携に課題
（→公的研究機関が産業界との連携により、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを誘

発するための仕組みの構築。）

４．我が国の科学技術政策の現状と課題

(2)基礎研究からイノベーションに至る一貫した施策の展開

が課題
（→非競争領域について、基礎研究も含む産学官が連携し

たオープンな開発体制が必要。
→公共調達、規制改革や社会システム改革を含めた基礎
研究からイノベーションに至る一貫した支援が必要。）

(3)研究開発成果の実用化に要する期間、製品化した際に

必要となる社会インフラ等の展開に課題

(1) 産学官一体となった科学技術イノベーション政策の展開

に課題
（→国際競争力強化に向けた科学技術イノベーション政策

の強化、基礎研究等による革新技術の開発などが必要）

(4)諸外国と比べ研究開発予算が横ばい傾向

（→研究開発投資の計画的拡大が必要）

(5)世界の研究人材のﾈｯﾄﾜｰｸの形成に向けた取組が課題

（→科学技術政策の「グローバル戦略」の構築の必要性）



(4)基礎研究からイノベーションに至る一貫した施策の展開
(課題)
○公共調達や規制改革などシステム改革を含めた基礎研究からイノベーションに至る一貫した支援に課題。
○特に、欧米諸国が取組みを強化している研究開発成果を事業化につなげるための仕組みの強化が必要。
○バイオ等の新興分野を中心に革新的技術を社会に導入にあたって新たな規制を円滑に整備することが必要。

〔今後の方向性〕
○最終利用者等のニーズに基づき、出口を見据えた基礎研究から応用研究までの一貫した研究推進体制の整備
○イノベーションのボトルネックを解決するため、規制改革(環境規制によるイノベーション誘発等）、国際標準（国の研

究開発における国際標準への配慮等）、インフラ整備、法制度、公共調達、産業支援等を、研究開発と同時に推進
○新たな規制を円滑に整備するためのﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽの観点からの安全性や有効性等の評価手法の開発の推進
が必要。

○研究開発成果を事業化につなげるための仕組みの強化
・ベンチャー等の育成又はその創出の阻害要因（人材流動性の欠如等）の排除
・或いは何らかの形で企業の研究開発のトライアンドエラーに伴うリスクを軽減する仕組みの構築
（例）
・日本社会の特性を踏まえた研究開発型中小企業等の活用
・中小企業支援にとどまらない新規性を条件としたｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ指向型の公共調達（イギリス等の取組みを参考。）
・「死の谷」を越えるための、企業の開発・試作支援の強化 等

(2)基礎研究の強化等、日本型オープン・イノベーションシステムの構築
〔課題〕
○研究開発投資の大規模化や日本は多数の同業他社が存在するという日本の特性から、「アウトソーシング型」
オープンイノベーションだけでなく、「共同・連携型」オープンイノベーションも今後必要。

○しかしながら、日本ではアウトソーシング型のイノベーションに比べ、共同・連携型イノベーションの成功例が指摘
されることが少ない。

（今後の方向性）
○イノベーション（特にプロダクトイノベーション）の源泉となる、基礎研究をはじめとする基礎科学力の強化
○「アウトソーシング型」イノベーションに加え、産学官連携によるクリティカルマス構築のための「共同・連携型」
オープンイノベーションの推進

○その際の過去の「共同・連携型」オープンイノベーションの反省を踏まえた、基礎研究など非競争領域における
オープンと競争領域におけるクローズドの峻別等の新たなマネジメント導入（IMEC等をモデル）

○（１）の場で行った研究開発投資にクリティカルマスを必要とする非競争領域（産官学で研究開発を行うべき課題）
の抽出に基づく産官学連携の研究開発の実施。

○サイエンスを活用した製品開発等の促進。

※ 基礎科学力の強化においては、イノベーションにつなげる目的指向の分析型・構成型・応用型の基礎研究と、
基盤を支える自由な発想に基づく基礎研究の両輪が必要。

(6) イノベーション人材に係る施策の展開
（課題）
○水平分業等が進む分野においては、優れた技術力だけでは勝てず、
製品開発、知的財産・標準戦略、ビジネスモデルの一体的な推進が必要。
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのための体制強化が必要。

○イノベーションタイプの人材（創造系）を活かすシステムに乏しい。
○産学官連携を支える民間を含む研究交流、人材流動性に乏しく、国内
外の研究者や企業人との人的ネットワークが希薄。

○グローバルに研究開発、経営ができる人材に乏しい。
○世界から優れた研究者を集める仕組みに乏しい。
○英語力の不足によるコミュニケーションに課題。

(今後の方向性)
○製品開発、知的財産・標準戦略、ビジネスモデルを一体的に推進できる
イノベーションマネジメント（ＭＯＴ）人材の育成（企業経営経験者の活用
等含む。）

○産官学連携を支えるための、本籍を持った大学・企業の研究者の交流
の活性化や、大学・企業の枠を超えて移動する研究開発人材の流動性
の向上など
（例）
人材交流・人材流動の活性化策の推進や、雇用システム（兼業を含

む）などの社会制度の整備 等）
○産官学を超えた国内の研究者等の人的なネットワークや、海外の研究
者や企業人も含むグローバルな人的なネットワーク構築を誘発する取組
の実施

○イノベーション人材（創造系）と管理人材（スキル系）の実施
体制や評価等の分離

○研究者、経営人材の海外派遣等
○世界から優れた研究者を集める仕組みの構築
○英語力の強化

(5) 競争力強化の観点からの今後の研究開発の投資の方向性
(課題)
○競争力の２極化（完成品と素材部品製造装置）
○「低炭素革命」への諸外国の取組みに遅れをとらないことが重要。
○我が国においては、サービスを含む製品構想力、ソフトウェア、ビジネスモデルに関する技術経営力が弱く、強化が
必要。
ものづくりにおける数学やシュミレーションの応用の強化も必要。

○サービス経済化、分野融合が日本では自然には進まない。
○国民の安全・安心に資するライフサイエンス等へのニーズへの対応が重要。

〔今後の方向性〕
○今後の研究開発投資の方向性
・日本が競争力を有する素材部品製造装置（エレメント産業）から製品システム構築のための研究開発投資
（既存産業の再構築）。

・新たな経済波及効果、雇用吸収力を持つ産業（アンブレラ産業）創造のための研究開発投資。
○「低炭素革命」に向けた革新的技術の開発促進
○諸外国に比べ人材供給が少ないサービス・サイエンス関連人材（金融、流通、応用数学等）の育成強化
○日本が弱いソフトウェア、サービス、製品構想力、シュミレーション、数学等とものづくりの統合に
向けた研究開発の強化

○「融合ありき」ではない、ニーズ、課題指向型の分野融合の促進のためのシステム構築
○国民の安全・安心に資するライフサイエンス等の開発の戦略的な推進（我が国の強み（IPS細胞等）への重点化等）

(7) 海外調査機能の強化
〔課題〕
○競争相手の戦略等、海外科学技術情報の取得に限界。

〔今後の方向性〕
○以下に関する徹底的な調査を行う。
・欧米諸国、企業が日本の脅威に対抗し、20年～30年かけて

新たなイノベーションシステムを構築したか
・アジア新興国がグローバル化の進展や水平分業の進展の
中、いかなる戦略で急激に成長を遂げて来たのか？

第Ⅲ章 今後の科学技術イノベーション政策の方向性

（政策展開の背景）
○少子高齢化等にかんがみれば、技術革新を含むイノベーションによる成長（一人当たりＧＤＰの向上等）より他の道はない。
○従来の垂直統合型企業の国内での切磋琢磨等の日本のイノベーションシステムの強みが世界の産業構造の変化に対応できず、弱みとなっている。
○世界経済の成長等による日本市場の位置付け低下にかんがみれば、グローバルへの対応は不可避である。
○優れた技術だけではグローバル展開ができず、製品開発、知的財産・標準戦略、ビジネスモデルを一体的に取り組むことが不可欠である。
○資源・エネルギー問題への対応等、将来の社会の姿や制約を念頭においた政策展開が不可欠である。

（今後の政策の基本的方向）
○競争力回復のため、新たな産官学が一体となったイノベーションシステムの再構築が必要。
・将来ビジョン（将来どういう社会・産業になっていたいかの目標等）を産学官で共有した上で、最終利用者のニーズを踏まえた出口を見据えた、基礎研究から
製品化・社会導入にまでのイノベーションの展開

・オープンイノベーション、プロダクトイノベーションに対応するため、大学等の基礎研究も含む研究開発システムの強化
○科学技術政策から「科学技術イノベーション政策」へ
・分析型基礎研究者、死の谷を越える構成型基礎研究者、応用研究者の連携によるバトンゾーンの突破
・研究開発の振興のみならず、システム改革や人材などの施策の強化、イノベーション実現のボトルネック（規制、標準化、社会インフラ、法制度等）の解決を図る
必要。

○科学技術政策における「グローバル戦略」の構築
○ライバルの戦略を知り、己の戦略を構築
○上記を支える研究開発投資の計画的拡大

(1)産学官一体となった科学技術イノベーション政策の強化
〔課題〕
○国際競争力低下に対応するため、科学技術振興とイノベーションの連携強化が必要。
○その前提として産官学で将来ビジョンや科学技術や競争力に係る課題を共有する場が必要。
＊現在、官民の各機関が個別にベンチマークやロードマップを策定しており、連携や役割分担が十分になされて
いない。

○イノベーションにおける、基礎研究等を担う大学等の公的研究機関の役割の増大と、それに伴う企業との連携の
必要性が増大。

（今後の方向性）
○産学官（中小企業やベンチャーを含む）が、国際的なトレンドや諸外国の動向等を踏まえた「将来ビジョン」を明確
化し、それを実現するための出口を見据えたロードマップ、産学官の役割分担・連携などを「共有する場」の設定。

＜産学官で共有する事項の例＞
・研究開発の前提となる将来ビジョン
・分野ごとの基礎研究も含む技術の俯瞰図、ベンチマーク（国際比較）
・基礎研究をはじめとする研究開発、規制、標準化、社会インフラ等を含むイノベーション実現に向けたロード
マップ及び産官学の役割分担

・特に、産官学一体で行うべきクリティカルマスを必要とする基礎研究等の非競争領域の研究開発課題の抽出
・日本全体のイノベーションシステムにおける産官学の役割分担

※ 研究サイドだけでなく、企業等の経営陣の参画が不可欠。また、優秀な在外日本人・日系人も積極的に活用。
※ 日本のように、世界的な大企業が少なく、中堅企業等の多いEUやイギリスの取組も参考。

（具体的政策の課題）

(3)研究開発法人や大学等の公的研究機関の機能変化を誘発するための仕組みの

構築
(課題)
○オープンイノベーション等の進展により、基礎研究等を担う大学等の公的研究機関の役割が増大
○産学官連携によりｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを誘発するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが公的研究機関等に不十分。
○諸外国に比べ同業他社が多いことにより、中立性の観点からの公的研究機関のコミットメントに限界。
＊諸外国の例：フィンランド：ノキア、ドイツ：ジーメンス

〔今後の方向性〕
公的研究機関の研究者のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの参画を促すためのｼｽﾃﾑの構築。

（例）
・研究開発が産業界等の外部ニーズに向かうシステム（民間の主体的参画を前提とした産学官連携資金公募等）
・論文や特許中心ではなく、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進の成果を評価し、それを機関や研究者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与に活用 等
・外部との連携のハブとなる窓口・調整機能、ハブとして主体的に連携に参画できる体制等の充実（RAの充実等）


